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(57)【要約】
【課題】行員の手を煩わせることなく顧客自身の手によ
って取引媒体の返却要因を取り除けるように支援し、顧
客に与える心理的不安や不信感を軽減する自動取引装置
を提供すること。
【解決手段】自動取引装置は、通帳や磁気カードの取引
媒体に読み取りエラーや書き込みエラーや印字エラーが
生じて返却する場合に、表示パネル１５Ａに、メッセー
ジ提示欄ａと、取引媒体の返却要因を示す返却要因提示
欄ｂと、その返却要因に対応するための方法を示す対応
方法提示欄ｃと、複数の返却要因と対応方法とがある設
定されている場合に今回の返却要因と対応方法とを区別
するチェック欄ｄとを提示する。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　受け付けた取引媒体の印字面に新たに印字しない状態で返却する返却イベントが発生し
たときに、前記返却イベントの返却要因情報を表示する表示部を備えることを特徴とする
自動取引装置。
【請求項２】
　さらに、前記返却イベントの返却要因情報を出力する音声出力部を備えることを特徴と
する請求項１に記載の自動取引装置。
【請求項３】
　受け付けた取引媒体の返却イベントが発生したときに、あらかじめ設定されたすべての
返却要因情報を表示すると共に、発生した前記返却イベントの前記要因提示情報を区別し
て表示する表示部を備えることを特徴とする自動取引装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通帳や磁気カード等の取引媒体に基づいて認証し、取引を成立させる自動取
引装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、銀行等の金融機関に設置される自動取引装置では、これに搭載される通帳記帳機
に通帳が挿入された場合、吸入した媒体が通帳か否かの判定、通帳表面に貼付された磁気
ストライプの有無の判定、磁気ストライプに書き込まれているフォーマットの判定、磁気
ストライプから読み取った情報に従った認証や口座特定、印字面の確認等の種々の判定や
確認を行い、いずれかを満たさないときには顧客に返却していた（例えば、特許文献１参
照）。
【０００３】
　ところで、通帳の磁気ストライプを読み取れない場合、通帳記帳機に搭載された文字認
識装置（ＯＣＲ（Optical Character Reader））によって通帳表面の口座番号等を読み取
って口座を特定し、記帳する自動取引装置が知られている（例えば、特許文献２参照）。
【０００４】
　また、通帳の磁気ストライプを読み取れない場合に、磁気カードの磁気ストライプから
取引情報を読み取り、口座を特定して、記帳する自動取引装置が知られている（例えば、
特許文献１、３参照）。
【０００５】
　また、投入される紙幣に外形異常があって取り込みできないようなときに、その紙幣を
返却し、その返却理由を報知する自動取引装置が知られている（例えば、特許文献４、５
参照）。
【特許文献１】特開２０００－３０６０２０号公報
【特許文献２】特開２００１－１０１４８２号公報
【特許文献３】特開２００１－２０２５６７号公報
【特許文献４】特開２００５－３５３００５号公報
【特許文献５】特開２００６－５３６１９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、従来の自動取引装置では、通帳に異常があって返却する場合も未記帳データが
無くて返却する場合も区別することなく、単に返却するだけなので、顧客は何故印字され
ずに返却されたのかを判断に迷うことがあった（特許文献１－３等参照）。そこで、取り
込み異常が生じたときに、紙幣の場合（特許文献４、５等参照）のように返却理由を報知
することが考えられる。
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【０００７】
　特に、金融機関のシステム上の理由から返却されたのではなく、顧客の通帳の取り扱い
方に由来する顧客側の原因によって、通帳に印字されずに返却されるような場合には、顧
客の通帳の取り扱い方を改めることによって、通帳記帳エラーを未然に防ぐこともできる
にも係わらず、機械に不慣れな顧客は何度も同じ理由で通帳記帳エラーを招きやすい。
【０００８】
　そこで、本発明は、取引媒体の返却要因を提示する自動取引装置を提供することを目的
とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　請求項１に記載の発明は、前記課題を解決するための手段として、受け付けた取引媒体
の印字面に新たに印字しない状態で返却する返却イベントが発生したときに、前記返却イ
ベントの返却要因情報を表示する表示部を備える構成とした。
【００１０】
　この構成によれば、返却要因を表示した表示部を顧客に読ませることができる。これに
よって、顧客は、取引媒体の返却要因が自らの原因か金融機関側の原因かを知ることもで
きるようになる。そのため、金融機関に対する不信感や不安感を取り除くことも期待でき
る。また、顧客は、取引媒体の印字面に印字されることを期待して自動取引装置を操作し
たにもかかわらず、何ら印字されずに取引媒体が返却されたとしても、顧客は取引媒体の
返却要因を把握することができる。そのため、係員の手を煩わせることもない。また、自
らの行為に原因があればその原因を自ら取り除くように工夫することができるため、顧客
の行為に基づくエラーによって発生する取引媒体の返却の頻度を減らすことができる。そ
のため、自動取引装置の稼働効率を上げることにも繋がる。
【００１１】
　また、請求項２に記載の発明は、請求項１において、前記返却イベントの返却要因情報
を出力する音声出力部を備える構成とした。この構成によれば、返却要因を顧客に音声と
して聞かせることができる。これによって、顧客は表示部の表示を自ら読まなくても、返
却要因を聞き取ることができる。そのため、行員の手を煩わせることもない。
【００１２】
　また、請求項３に記載の発明は、受け付けた取引媒体の返却イベントが発生したときに
、あらかじめ設定されたすべての返却要因情報を表示すると共に、発生した前記返却イベ
ントの前記要因提示情報を区別して表示する表示部を備える構成とした。
【００１３】
　この構成によれば、すべての返却要因と、これと区別して表示部に表示されている返却
要因とを顧客に読ませることができる。これによって、顧客は区別して表示されている返
却要因を読むことで、返却された取引媒体の返却要因を認識することができる。また、顧
客はすべての返却要因を認識することができることから、自らが気をつけることで防ぐこ
とが可能な返却要因を把握することができる。そのため、顧客の行為に基づくエラーを減
少を支援することができる。その結果、行員の手を煩わせることも減少し、窓口業務の効
率化を図ることもできる。また、自動取引装置の稼働効率を向上させることもできる。ま
た、顧客自身の行為に原因がある場合には、自身の手によって不具合を取り除くこができ
るため、金融機関に対する不信感や不安感を与えることもなくなる。
【発明の効果】
【００１４】
　したがって、本発明によれば、取引媒体の返却要因を提示する自動取引装置を提供する
ことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、本発明の実施形態の自動取引装置について図面を参照して説明する。
　図１は、実施形態に用いる自動取引装置の外観斜視図である。
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　この自動取引装置１００は、通帳挿入排出口１１、カード挿入排出口１２、紙幣投入排
出口１３、硬貨投入排出口１４、表示パネル（表示部）１５等のヒューマン・マシン・イ
ンタフェースを接客面（正面）１に備えている。
【００１６】
　なお、以下の説明では、自動取引装置１００を、ＡＴＭ（Automatic Teller Machine）
１００と称する。また、通帳挿入排出口１１を通帳入出口１１と称し、カード挿入排出口
１２をカード入出口１２と称し、紙幣投入排出口１３を紙幣入出口１３と称し、硬貨投入
排出口１４を硬貨入出口１４と称する。
【００１７】
　通帳入出口１１は、顧客によって挿入される通帳をＡＴＭ１００の内部に吸入し、ＡＴ
Ｍ１００の外部に通帳を排出する場所である。カード入出口１２は、顧客によって挿入さ
れる取引カードをＡＴＭ１００の内部に吸入し、ＡＴＭ１００の外部に取引カードを排出
する場所である。ここで、取引カードは、例えば、磁気ストライプを備える磁気カードや
ＩＣ（Integrated Circuit）チップを内蔵するＩＣカードである。なお、このカード入出
口１２は、ＡＴＭ１００内部で発行されるレシートを排出する場所としても用いられてい
る。以下、取引カードは磁気カードであるとして説明するが、ＩＣカードであっても同様
である。
【００１８】
　紙幣入出口１３は、顧客によって投入される紙幣をＡＴＭ１００の内部に入金し、ＡＴ
Ｍ１００の外部に紙幣を出金する場所である。硬貨入出口１４は、顧客によって投入され
る硬貨をＡＴＭ１００の内部に入金し、ＡＴＭ１００の外部に硬貨を出金する場所である
。表示パネル１５は、一般に、タッチパネルとディスプレイとからなるタッチスクリーン
によって構成されている。
【００１９】
　図２は、実施形態に用いるＡＴＭの機能構成を示すブロック図である。
　このＡＴＭ１００は、受け付けた通帳や取引カード等の取引媒体の情報に基づいて取引
実行の可否を判定し、取引実行可の判定では取引実行後に、又は、取引実行否の判定では
その判定後に、取引媒体を返却する機能を備えるものであって、制御部２、カードリーダ
プリンタ３、通帳記帳機４、現金入出金機５、音声出力部６、記憶部７、表示パネル１５
（図１参照）等を搭載している。
【００２０】
　制御部２は、ＡＴＭ１００の全体の制御を司る部分であって、マイクロコンピュータ等
から構成され、各部と電気的に接続している。カードリーダプリンタ３は、カード入出口
１２（図１参照）から取り込まれた磁気カードの磁気ストライプに対してデータの読み書
きを行って排出する機能やレシートの印字発行を行う機能等を備えている。
【００２１】
　通帳記帳機４は、通帳の印字面に取引履歴を印字する機能を備えたユニットであって、
通帳制御部４１、印字部４２、磁気データ読取部４３、磁気データ記録部４４、頁行読取
部４５、通帳走行部４６等を搭載している。通帳制御部４１は、通帳記帳機４の全体の制
御を司るものである。印字部４２は、通帳に対して目視データの印字を行うものである。
磁気データ読取部４３は、通帳の磁気ストライプからデータを読み取るものである。磁気
データ記録部４４は、通帳の磁気ストライプにデータを書き込むものである。頁行読取部
４５は、通帳の頁マークの値や、印字済み行を読み取るものである。通帳走行部４６は、
通帳を搬送する機構（図示省略）及びその動力源（図示省略）を含んで構成されるもので
ある。
【００２２】
　現金入出金機５は、現金の入出金を取り扱うものである。この現金入出金機５は、紙幣
入出金機（図示省略）及び貨幣入出金機（図示省略）等から構成される。紙幣入出金機は
、紙幣入出口１３（図１参照）から入金した紙幣の鑑別・計数等を行い、スタッカ（図示
省略）に収容された紙幣の鑑別・計数等を行い紙幣入出口１３から出金する機能を担って
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いる。また、貨幣入出金機（図示省略）は、硬貨入出口１４（図１参照）から入金した硬
貨の鑑別・計数等を行い、スタッカ（図示省略）に収容された硬貨の鑑別・計数等を行い
硬貨入出口１４から出金する機能を担っている。
【００２３】
　音声出力部６は、顧客に対して音声メッセージを出力するものである。記憶部７は、制
御部２が実行するプログラムデータや各種データを格納するものである。
【００２４】
　また、このＡＴＭ１００は、制御部２が、インタフェース（図示省略）によって通信回
線を介して情報センタ（センタコンピュータ（図示省略））２００に通信可能に接続して
いる。なお、情報センタ２００では、顧客名、その顧客が口座を開設した営業店名、口座
番号、取引履歴等を格納したデータベース（図示省略）を管理している。
【００２５】
　なお、ＡＴＭ１００では、待ち受け画面として取引選択画面が表示パネル１５に表示さ
れている。この取引選択画面には、図示しない入金取引選択ボタン、出金取引選択ボタン
等の制御ボタンが用意されている。そして、顧客がいずれかの制御ボタンを押下して取引
を選択すると、ＡＴＭ１００では、制御部２がその押下を検知して、取引を開始する。こ
のとき、制御部２は、通帳入出口１１やカード入出口１２から通帳やカードの挿入を促す
指示を提示する。
【００２６】
　例えば、通帳入出口１１やカード入出口１２に備えられるフリッカランプ（図示省略）
を点灯させ、表示パネル１５に通帳や磁気カードの挿入を促す指示を提示し、必要に応じ
て、音声出力部６から音声メッセージを出力する。そして、ＡＴＭ１００は、通帳や磁気
カードから情報を読み取って、取引を実行する。このとき、通帳や磁気カードが取り扱い
可能か否か等を判定し、基準を満たさない場合には、通帳や磁気カードを返却し、取引を
中止する。
【００２７】
　この実施形態のＡＴＭ１００は、後記するように、表示パネル１５に返却理由や対応方
法を提示して、顧客に通帳や磁気カードの取り扱いを誘導するところに特徴がある。以下
、この特徴について、順次説明するが、例として通帳を返却する場合について説明する。
そこで、まず、通帳の構造について簡単に説明する。
【００２８】
　図３は、通帳を開いた状態を説明する平面図であり、（ａ）に通帳の表紙面を示し、図
３（ｂ）に通帳の印字面を示している。通帳９は、顧客によって印字最終行のある印字最
終頁が開かれた状態で通帳入出口１１から挿入され、ＡＴＭ１００内部に吸入されて搬送
され、通帳記帳機４で印字されるため、ここでは、通帳９を見開いた状態で説明する。
【００２９】
　図３（ａ）に示すように、この通帳９は、おもて表紙面９１（図中下側）とうら表紙面
９２（図中上側）とが折り曲げ線９３で折り曲げられて冊子状になっている。おもて表紙
面９１には、名前９１ａ、銀行の店番９１ｂ、口座番号９１ｃ、通帳種別名称９１ｄ、銀
行名９１ｅ等が印刷されている。うら表紙面９２には、磁気ストライプ９２ａが貼付され
ている。
【００３０】
　この磁気ストライプ９２ａは、図３（ａ）中左端側に貼付されているが、その貼付場所
は一般に銀行ごとに異なる。例えば、磁気ストライプ９２ｂは、図３（ａ）中右側に貼付
されている場合であり、また、磁気ストライプ９２ｃは、図３（ａ）通帳端面側の近傍に
貼付されている場合である。また、磁気ストライプ９２ａ等の長さや幅も銀行ごとに異な
り、当然、磁気データのフォーマットも異なっている。
【００３１】
　そのため、通帳記帳機４の印字部４２の磁気ヘッド（図示省略）の取り付け位置が、銀
行ごとに異なっている。したがって、ＡＴＭ１００では、通常、他行の通帳の記帳を行う
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ことができない。そこで、この実施形態では、特許文献１、３に示されているように他行
の通帳を取り扱うときに、磁気カードから口座を特定したり、特許文献２に示されるよう
に通帳の表紙面かの銀行の店番号９１ｃや口座番号９１ｃから口座を特定したりすること
とする。
【００３２】
　しかし、これらの場合でも、認証や口座の特定に失敗すれば、エラーとして通帳や磁気
カードを返却しなければならない。そして、このとき、返却理由や対応方法等を表示パネ
ル１５に提示することとする。なお、銀行ごとに発行される磁気カードのフォーマットは
、統一されているものとする。したがって、磁気カードによって認証や口座を特定するこ
とができる。
【００３３】
　一方、図３（ｂ）に示すように、通帳９には、上半分の頁９４と下半分の頁９５とを一
頁の印字頁として、左上隅に頁マーク９６が印刷されている。この印字頁の印字欄９７に
は、行番号欄９７ａ、取引の年月日記載欄９７ｂ、お支払金額記載欄９７ｃ、お預り金額
記載欄９７ｄ、預金残高記載欄９７ｅ等が形成されている。なお、上半分の頁９４の裏側
にはおもて表紙面９１が位置し、下半分の頁９５の裏側にはうら表紙面９２が位置してい
ることとする。ここでは、印字最終行は９行目である。
【００３４】
　ところで、磁気ストライプ９２ａには、おもて表紙面９１に印刷されている各情報の他
に、印字最終頁データや印字最終行データも記憶されている。
【００３５】
　次に、この実施形態において、制御部２が通帳９の返却要因や対応方法を表示パネル１
５に提示する例について説明する。図４は実施形態の返却要因の提示画面例を示す図であ
り、図４（ａ）に例１として表示パネル１５Ａの提示画面例を示し、図４（ｂ）に例２と
して表示パネル１５Ｂの提示画面例を示している。
【００３６】
　図４(ａ）に示すように、表示パネル１５Ａには、メッセージ提示欄ａ、返却要因提示
欄ｂ、対応方法提示欄ｃ、チェック欄ｄ、係員呼出ボタンｅ、確認ボタンｆ等が提示され
る。メッセージ提示欄ａには、例えば、「お客様の挿入された通帳は、次の理由でお取り
扱いできません。一旦お返しいたしますので、ご確認下さい。」のメッセージが提示され
る。
【００３７】
　返却要因提示欄ｂにはエラーとして想定されるすべての返却要因が提示され、対応方法
提示欄ｃには各返却要因に対して顧客が取る対応方法が提示されている。ここでは、返却
要因「磁気データが存在していません」と対応方法「挿入方向を確かめて再挿入して下さ
い」とが対応付けられて提示されている。
【００３８】
　同様に、返却要因「磁気データが破壊されています」及び対応方法「窓口へお越し下さ
い」、返却要因「印字するページが特定できません」及び対応方法「正しいページを開い
て再挿入して下さい」、返却要因「印字する行が特定できません」及び対応方法「メモ書
き等は消去して下さい」、返却要因「本行の通帳ではありません」及び対応方法「最寄の
口座開設銀行にてお取引下さい」が対応付けられて提示されている。さらに、返却要因「
未記帳データはありません」は、エラーではないが、返却要因の一つとして提示されてい
る。
【００３９】
　また、表示パネル１５Ａには、今回生じた返却要因と他の返却要因とを区別するための
チェック欄ｄが提示されている。このチェック欄ｄには、返却要因ごとにチェックボック
スｄ１が対応付けられ、今回生じた返却要因に対応付けられたチェックボックスｄ１に印
「レ」が記入されている。ここでは、返却要因「磁気データが破壊されています」に対応
するチェックボックスｄ１に印「レ」が記入されている。また、表示パネル１５Ａには、
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右下端に「係員呼出」ボタンｅと、左下端に「確認」ボタンｆとが提示されている。
【００４０】
　また、図４（ｂ）に示すように、表示パネル１５Ｂには、表示パネル１５Ａと同様に、
メッセージ提示欄ａ、返却要因提示欄ｂ、対応方法提示欄ｃ、「係員呼出」ボタンｅ、「
確認」ボタンｆが提示されている。そして、この表示パネル１５Ｂには、チェック欄ｄの
代わりに、枠ｇが提示されている。この枠ｇは、今回生じた返却要因を区別するための枠
であり、他の部分に比べて目立つように提示されている。例えば、他の部分と異なる色を
枠ｇ内の文字や背景に用いたり、枠ｇ内の文字や背景を点滅表示させたりして、区別して
提示されている。
【００４１】
　ところで、図４に示した提示画面例は、いずれも、テキストデータを文字として文章で
提示するものであった。しかし、返却要因と対処方法とが顧客に伝わるのであれば、文字
による提示に限らない。音声出力部６から音声メッセージとして提示するようにしてもよ
いし、絵や図・記号で内容を表すピクトグラムとして提示するようにしてもよい。また、
テキストデータと共にピクトグラムを組み合わせて表示したり、音声メッセージを組み合
わせて提示したりするようにしてもよい。ここで、ピクトグラムによる提示画面例につい
て説明する。
【００４２】
　図５は、実施形態の返却要因をピクトグラムによる提示画面例を示す図である。この表
示パネル１５Ｃには、「係員呼出」ボタンｅ、「確認」ボタンｆと共に、磁気異常提示欄
ｈ、記帳欄エラー提示欄ｉが提示されている。なお、この表示パネル１５Ｃには提示され
ていないが、前記した文字による返却要因と対応方法とが提示されるようにしたり、音声
出力部６から音声メッセージを出力して提示されるようにしたりすることによって、ピク
トグラムで提示することが望ましい。
【００４３】
　磁気異常提示欄ｈには、通帳の表紙の外観と、この通帳に近づく磁石とが描かれている
。つまり、通帳に磁石等の磁界発生源を近づけることがエラーになることを提示している
。そのため、顧客は、磁気異常提示欄ｈの提示によって、磁気ストライプ読取エラーが起
きていることを認識することができる。一方、記帳欄エラー提示欄ｉには、「印字面への
落書き」「印字面への何かの貼り付け」「左上隅の折り曲げ」状態がエラーであることが
提示されている。そのため、顧客は、これらのことが理由で通帳に印字できないことを認
識できる。
【００４４】
　また、ここでは、触れていないが、磁気異常提示欄ｈの背景全体について色を変化させ
るなどして区別させることで、磁気異常が返却理由であることを区別して提示することが
できる。また、記帳欄エラー提示欄ｉでは、例えば、「落書き」の文字のみを色を変えた
り点滅させたりして、落書きが理由であることを提示することができる。同様に、「折り
曲げ箇所」の点滅等、「貼り付け物」の点滅等によって、返却理由を提示することができ
る。
【００４５】
　以上、図４及び図５を参照して説明した提示画面例では、想定されるすべての返却要因
や対応方法等を１画面中に提示するものとして説明したが、スクロールさせるようにして
も、提示画面が遷移するようにしてもよい。ここでは、提示画面が遷移する場合を説明す
る。
【００４６】
　図６は、実施形態の返却要因の提示画面例を示す図であり、図６（ａ）～（ｅ）の内で
、今回返却要因等を最初に提示した後に、他の画面を遷移させて表示させることで、想定
されるすべての返却要因等を提示することができる。なお、各表示パネル１５Ｄ、１５Ｅ
、１５Ｆ、１５Ｇ、１５Ｈには、メッセージ提示欄ｊ、「係員呼出」ボタンｅ、「確認」
ボタンｆが提示されている。また、画面遷移は、「確認」ボタンの押下に従って遷移させ
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るようにしてもよいし、設定時間おきに遷移させてもよく、また、そのいずれかの条件の
内で先に制御部２が検知した場合に遷移させてもよい。
【００４７】
　ここでは、図６(ａ）に示すように、表示パネル１５Ｄのメッセージ提示欄ｊには、「
この通帳は通帳磁気データが損傷しているためお取り扱いできません。恐れ入りますが窓
口までお越し下さい。なお、通帳が磁気を帯びたものと接触した為と考えられますので、
恐れ入りますが、ご注意頂きたくお願い申し上げます。」というメッセージが提示されて
いる。この場合、制御部２は、磁気変化を検出できて磁気ストライプの存在を確認できる
が、通帳９の磁気ストライプ９２ａから何らデータを読み込めないと判定していることに
なる。
【００４８】
　図６（ｂ）に示すように、表示パネル１５Ｅのメッセージ欄ｊには、「この通帳は通帳
磁気データが検出できませんでした。通帳の挿入方向が誤っている可能性がございますの
で、恐れ入りますが通帳挿入方向をご確認の上、再度挿入をお願い致します。」というメ
ッセージが提示されている。この場合、制御部２は、磁気変化すらも検出できず、磁気ス
トライプの存在を確認できないと判定していることになる。
【００４９】
　図６（ｃ）に示すように、表示パネル１５Ｆはのメッセージ欄ｊには、「この通帳は×
×銀行の通帳ではございません。××銀行以外の通帳については、ご使用になれませんの
で、ご了承願います。」というメッセージが提示されている。この場合、制御部２は、例
えば、通帳９の磁気ストライプ９２ａから意味のある情報として認識可能な配列のデータ
列を読み込めたが、フォーマットが異なるというように判定していることになる。
【００５０】
　図６（ｄ）に示すように、表示パネル１５Ｇのメッセージ欄ｊには、「頁マークが正常
に読み取りできませんでした。頁マーク部分の汚れや、頁マーク部分が折れていることが
考えられます。恐れ入りますがこれらの状態がないかご確認頂き、修正の上再挿入して頂
きたくお願い致します。なおこれらの状態でない場合は、恐れ入りますが窓口までお越し
願います。」というメッセージが提示されている。
【００５１】
　図６（ｅ）に示すように、表示パネル１５Ｈのメッセージ欄ｊには、「印字された行が
正常に検出できませんでした。恐れ入りますが、通帳にメモ書きや汚れがないかご確認お
願い致します。メモ書きがある場合は正常に印字行が検出できなくなるため、恐れ入りま
すが今後メモ書きは行わないようにお願い致します。なお、印字が薄い場合は恐れ入りま
すが窓口までお申し出願います。」というメッセージが提示されている。
【００５２】
　なお、図４、５、６を用いて説明した場合は、１画面中に提示するにしても、スクロー
ルや遷移させるにしても、想定されるすべての返却要因や対応方法等を提示することとし
て説明した。しかし、発生した返却要因と共にその対応方法のみを提示するようにしても
よい。この場合は、この実施形態では、図６(ａ）～図６（ｅ）のいずれかの提示画面の
みを提示すればよい。
【００５３】
　続いて、ＡＴＭ１００の制御部２が実行する処理について説明する。図７は、実施形態
の自動取引装置の返却要因の提示処理を説明するフローチャートである。図７（ａ）（ｂ
）（ｃ）（ｄ）は、それぞれ端子１～６で接続する流れになっている。図７(ｅ）には、
図７（ｂ）のステップＳ１４と、図７（ｃ）のステップＳ１８とに示す記帳可能確認処理
の詳細が示されている。なお、以下の説明では、図１～図６を適宜参照することとする。
【００５４】
　ＡＴＭ１００では、制御部２が、表示パネル１５に「取引選択」画面（図示省略）を提
示させて、指示待ち受け状態になっている。そして、制御部２は、表示パネル１５の取引
選択ボタン（図示省略）が顧客によって選択されると、その取引選択（ステップＳ１）の
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入力を検知して、ＡＴＭ１００を待ち受け状態から復帰させる。
【００５５】
　そして、制御部２は、通帳入出口１１及びカード入出口１２の近傍に設置されるフリッ
カランプ（図示省略）を点滅させ、通帳９や磁気カードの挿入を顧客に促し、通帳入出口
１１に通帳が挿入されると、図示しない挿入検出器がこれを検出し、図示しない搬送系が
動作して通帳をＡＴＭ１００の内部に吸入する（ステップＳ２）。なお、磁気カードがカ
ード入出口１２に挿入された場合にも、図示しない搬送系が動作して磁気カードをＡＴＭ
１００の内部に吸入する。ここでは、通帳の場合を主として説明するため、まず、通帳に
関するエラー検出処理を先の処理として説明するが、両処理は並行して処理される。
【００５６】
　そして、ＡＴＭ１００の内部に吸入された通帳は、図示しない搬送系によって通帳記帳
機４（図２）に搬送される。通帳記帳機４では、通帳制御部４１が通帳走行部４６を制御
して動作させ、図示しないセンサによって長さと幅とを検知させ、その検知結果を制御部
２に通知する。通帳制御部４１は、搬送された通帳が確かに通帳サイズか否かを判定する
（ステップＳ３）。このとき、通帳制御部４１は、開いた状態の通帳サイズであれば（ス
テップＳ３のＹ）、正常な通帳サイズである可能性が高いため、通帳走行部４６を動作さ
せ、磁気データ読取部４３まで通帳を搬送させる。
【００５７】
　一方、通帳制御部４１は、開いた状態の通帳サイズでなければ（ステップＳ３のＮ）、
制御部２にその判定結果を通知して、ステップＳ３０に処理を移す。なお、ステップＳ３
０～Ｓ３６については、後記するが、返却理由等の提示処理である。ただし、開いた状態
の通帳サイズではなく、長さがその半分の場合には、閉じた状態の通帳サイズである可能
性があるため、図示しない改頁機構に搬送させ、開くようにしてもよい。なお、その改頁
機構は、頁行読取部４５の一部を成すものとして構成しておけばよい。このような機構が
あれば、エラーとして検出して返却する頻度を減らすことができる。
【００５８】
　そして、通帳制御部４１がこのような状態を検出した場合に制御部２に通知し、制御部
２が表示パネル１５に、その旨を提示するようにしてもよい。この場合、例えば、「通帳
が閉じた状態で挿入されました。次回からは開いて挿入してください。開いて挿入します
と、待ち時間が短くなります。」のようなメッセージを表示パネル１５に提示するように
してもよい。
【００５９】
　また、通帳制御部４１は、通帳が磁気データ読取部４３に搬送されると、磁気データ読
取部４３に通帳の磁気ストライプからの磁気データの読み取りを試みさせる（ステップＳ
４）。そして、通帳制御部４１は、磁気データ読取部４３が磁束を検出したか否かによっ
て、磁気の有無を判定する（ステップＳ５）。ここで、磁束が無ければ、磁気ストライプ
が存在しないことを意味しているため、その結果を制御部２に通知して、ステップＳ３０
に処理を移す（ステップＳ５の無）。
【００６０】
　一方、通帳制御部４１は、磁束を検出したために、磁気が有るものと判定した場合（ス
テップＳ５の有）には、続いて、読み取ったデータのフォーマットを確認する（ステップ
Ｓ６）。この確認は、対象の銀行が扱っているフォーマットか否かの確認である。そのた
め、通帳制御部４１は、そのフォーマットが当銀行のものか否かを判定して（ステップＳ
７）、その判定結果を制御部２に通知し、当銀行のもので無ければステップＳ８に進み（
ステップＳ７のＮ）、当銀行のものであればステップＳ１８に進む（ステップＳ７のＹ）
。
【００６１】
　すると、制御部２は、カード入出口１２の近傍のフリッカランプを点滅させたり、表示
パネル１５にメッセージを提示させたりして、カード挿入を要求する（ステップＳ８）。
なお、ステップＳ１の後に、通帳の挿入要求と同時に磁気カードの挿入要求を提示するこ
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ととしたので、ここでは、通帳の挿入後、設定時間経過後、カード挿入要求の提示を停止
し、再び磁気カード挿入要求を出すことになった場合とする。
【００６２】
　図示しないセンサがカード入出口１２に挿入された磁気カードの吸入を検出すると、制
御部２がその検出を判定し（ステップＳ９）、その検出信号に基づいて磁気カードの吸入
を検出すれば（ステップＳ９の有）、ステップＳ１０に進み、磁気カードの吸入が設定時
間なければ（ステップＳ９の無）、ステップＳ３０に進む。制御部２は、カードリーダプ
リンタ３の制御部（図示省略）に磁気カードの磁気ストライプから磁気情報の読み取りを
試みさせる（ステップＳ１０）。
【００６３】
　そして、制御部２は、カード情報の有無を判定し（ステップＳ１１）、カード情報が有
ればステップＳ１２に進み（ステップＳ１１の有）、カード情報が設定時間経過後も無け
ればステップＳ３０に進む（ステップＳ１１の無）。なお、ステップＳ１０、Ｓ１１の処
理は、ステップＳ４～Ｓ７までの処理と同様に行うことができる。ただし、フォーマット
の確認は、すべての銀行で統一されているとしたので、ステップＳ６、Ｓ７を省略しても
よい。
【００６４】
　次に、制御部２は、表示パネル１５に暗証番号入力画面を提示し、暗証入力を要求し（
ステップＳ１２）、その入力後、磁気情報として取得した暗証番号と、表示パネル１５を
介して入力された暗証番号とを比較して、暗証照合を行い（ステップＳ１３）、照合結果
が適合な場合（ステップＳ１３のＹ）、ステップＳ１４に進む。ただし、暗証照合が不適
合な場合（ステップＳ１３のＮ）、ステップＳ３０に処理を移す。
【００６５】
　続いて、制御部２は、通帳記帳機４に記帳可能確認処理を行わせ、既に吸入している通
帳が記帳可能か否かを判定する（ステップＳ１４）。この記帳可能確認処理については、
図７（ｅ）に示され、その詳細を後記することとし、ここでは説明を先に進める。制御部
２は、記帳可能な通帳であれば（ステップＳ１４のＹ）、ステップＳ１５に進み、何らか
のエラーがあって記帳可能な通帳でなければ（ステップＳ１４のＮ）、ステップＳ３０に
進む。
【００６６】
　制御部２は、磁気カードの磁気情報や通帳に関する情報（最終印字頁のイメージデータ
を含む）を送信データとして編集して（ステップＳ１５）、情報センタ２００の図示しな
いホストコンピュータに送信する（ステップＳ１６）。なお、送信データには、取引選択
情報も含まれている。例えば、入金が選択されている場合には、ステップＳ１４の処理後
、紙幣入出口１３や硬貨入出口１４を開放させ、現金の投入を顧客に促し、入金された現
金を現金入出金機５（図２）に搬送し鑑別・計数等を行い、その金額を送信データに含ま
せている。
【００６７】
　そして、そのホストコンピュータでは、口座の照合や現金の入金の受付確定処理等を行
い、その結果をＡＴＭ１００に返信する。このホストコンピュータからの返信を受け取っ
た制御部２は、照合結果を判定し（ステップＳ１７）、照合ＯＫの場合（ステップＳ１７
のＯＫ）、ステップＳ１９に進み、照合ＮＧの場合（ステップＳ１７のＮＧ）、ステップ
Ｓ１８に進む。
【００６８】
　制御部２は、ステップＳ１４と同様にして、後記するように、記帳可能な通帳か否かを
判定し（ステップＳ１８）、記帳可能な場合（ステップＳ１８のＹ）、ステップＳ１９に
進み、記帳不可能な場合（ステップＳ１８のＮ）、ステップＳ３１へ進む。ここで、ステ
ップＳ３０ではなく、ステップＳ３１に進むのは、入金取引としては処理を確定し、記帳
処理を実行しないようにしてもよいからである。
【００６９】
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　制御部２は、情報センタ２００のセンタコンピュータに取引実行の確定や未記帳データ
の送信要求を出して、記帳電文を受信すると（ステップＳ１９）、通帳記帳機４に記帳処
理の実行の指示と未記帳データとを渡す。そして、通帳制御部４１は、印字部４２、頁行
読取部４５、及び、通帳走行部４６に指示を出し、記帳動作を行わせる（ステップＳ２０
）。そして、通帳制御部４１は、頁行読取部４５から受け取る今回の印字最終頁と印字最
終行の情報を受け取り、通帳の磁気ストライプに書き込まれている印字最終頁と印字最終
行の情報を磁気データ記録部４４に更新させ（ステップＳ２２）、処理の終了を制御部２
に通知する。
【００７０】
　そして、制御部２は、情報センタ２００のホストコンピュータに対して取引の終了を通
知し、媒体を返却して終了する（ステップＳ２４）。なお、このときにも、通帳の返却要
因のすべてを提示して、注意を促すようにしてもよい。
【００７１】
　次に、図７（ｅ）に従って、ステップＳ１４、Ｓ１８の記帳可能確認処理について説明
する。通帳制御部４１は、通帳走行部４６を制御して、頁行読取部４５に通帳を搬送し、
見開きの通帳頁（図３（ｂ）の印字面参照）を読み取る（ステップＳ２５）。ここで、そ
の読み取りは、例えば、図示しないスキャナによって行う。そして、通帳制御部４１は、
頁マーク９６の読み取りが正常か否かを判定する（ステップＳ２６）。この判定は、頁マ
ーク９６が認識できたか否かによって行う。つまり、ここで頁マーク９６が読み取れない
とは、頁マーク９６の印刷部分が汚れているとか、折れ曲がっている場合である。
【００７２】
　通帳制御部４１は、頁マーク９６の読み取りが正常な場合（ステップＳ２６のＹ）、ス
テップＳ２７に進む。また、通帳制御部４１は、正常でない場合（ステップＳ２６のＮ）
、ステップＳ１３での処理ではステップＳ３０に進み、ステップＳ１８の処理ではステッ
プＳ３１に進む。
【００７３】
　続いて、通帳制御部４１は、通帳頁から読み取った頁マーク９６の頁数の値と、磁気ス
トライプ９２ａから読み取った頁数の値とを比較し一致するか否かを判定する（ステップ
Ｓ２７）。そして、通帳制御部４１は、一致した場合（ステップ２７のＹ）、ステップＳ
２８に進み、一致しなかった場合、開かれている頁が印字最終頁でないことを意味してい
るので、ステップＳ１３での処理ではステップＳ３０に進み、ステップＳ１８の処理では
ステップＳ３１に進む。
【００７４】
　次に、通帳制御部４１は、最終印字済み行の検出が正常か否かを判定する（ステップＳ
２８）。通帳制御部４１は、頁行読取部４５から検出値（行数）を取得できたら正常に検
出できたと判定して（ステップＳ２８のＹ）、ステップＳ２９に進む。また、通帳制御部
４１は、頁行読取部４５が通帳９の印字面に落書きや貼付物等の存在で最終印字済み行を
検出できなければ、検出値を取得できないため、検出非正常と判定して（ステップＳ２８
のＮ）、ステップＳ１３での処理ではステップＳ３０に進み、ステップＳ１８の処理では
ステップＳ３１に進む。
【００７５】
　続いて、通帳制御部４１は、頁行読取部４５が検出した最終印字済み行の行数と、磁気
データ読取部４３によって読み取られた磁気ストライプ９２ａからの磁気情報に含まれる
行数とを比較して、両者が一致するか否かを判定する（ステップＳ２９）。通帳制御部４
１は、両者が一致すれば（ステップＳ２９のＹ）、ステップＳ１３での処理ではステップ
Ｓ１５に進み、ステップＳ１８の処理ではステップＳ１９に進む。また、通帳制御部４１
は、両者が不一致であれば（ステップＳ２９のＮ）、ステップＳ１３での処理ではステッ
プＳ３０に進み、ステップＳ１８の処理ではステップＳ３１に進む。但し、両者が不一致
の場合、磁気ストライプ９２ａからの磁気情報に含まれる行数を使用し、処理継続しても
よい。このような制御であれば、エラーとして検出して通帳を返却する頻度を減らすこと
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ができる。
【００７６】
　なお、通帳制御部４１は、ステップＳ２５～Ｓ２９でエラーを検出したときと、すべて
のチェック項目が正常なときに、それらの内容（エラーやチェックＯＫを示すコード）を
返却イベントとして制御部２に通知する。但し、すべてのチェック項目が正常であって、
チェックＯＫの場合には、未記帳データがあるときにはその記帳の終了後に、或いは、未
記帳データがないときにはそのまま返却するための返却イベントである。
【００７７】
　次に、通帳や磁気カードを返却する場合に、返却要因等を提示する処理について説明す
る。制御部２は、前記各チェック項目でエラーを検出された場合に通知されてくるコード
を返却イベントとして受け付けると、現実行中の取引を不可とし（ステップＳ３０）、記
憶部７からすべての媒体返却要因や対応方法等を取得し（ステップＳ３１）、その中から
今回の返却要因や対応方法等を特定する（ステップＳ３２）。
【００７８】
　そして、制御部２は、あらかじめ設定されている区別指定を記憶部７から取得し（ステ
ップＳ３３）、すべての返却要因や対応方法等を含み、今回の返却要因等に区別指定を設
定した提示画面を生成し、表示パネル１５に提示する（ステップＳ３４）。なお、提示画
面は、図４、５、６を用いて説明した画面のいずれでもよいが、ここでは図４の提示画面
とする。
【００７９】
　また、制御部２は、音声出力指示が記憶部７に設定されているか否かを判定し（ステッ
プＳ３５）、設定されていれば（ステップＳ３５のＹ）、音声データを生成し音声出力部
６から音声メッセージとして出力し（ステップ３６）、ステップＳ２３に処理を移す。ま
た、音声出力指示が設定されていなければ（ステップＳ３５のＮ）、そのままステップＳ
２３に処理を移す。
【００８０】
　なお、音声データは、あらかじめ記憶部７に、一連のテキストデータを音声波形データ
として保存しておき、その音声波形データを音声出力部６から出力するようにしても、表
示パネル１５に提示するテキストデータを、記憶部７に用意されている音声編集辞書等を
参照して、その都度音声合成して、音声出力部６から出力するようにしてもよい。
【００８１】
　以上、この実施形態によれば、顧客が通帳の取り扱いを誤ったために生じる記帳処理の
エラーを、顧客自身の手によって取り除いて対処できるように導くことができる。また、
一度記帳エラーを体験した顧客に対して、想定されるすべての記帳エラーを提示するため
、今後、通帳を正しく取り扱えるように導くことができる。
【００８２】
　そのため、顧客は、返却要因を解決できずに、何度挿入し直してもエラーが生じて返却
されてしまうようなことを防ぐことができる。その結果、顧客が、銀行に対する不信感や
不安感を覚えてしまうことも抑えることができる。
【００８３】
　最後に、その他の変形例について説明する。
　［変形例１］
　この実施形態では、返却要因や対応方法等を提示する場合を説明したが、返却した取引
媒体を取り扱うことが可能な他のＡＴＭ（自行又は他行）の設置場所があらかじめわかっ
ている場合には、その設置場所に関する情報を提示するようにしてもよい。設置場所に関
する情報は、例えば、住所や建物名や地図データとすればよい。これによって、顧客は、
次回以降取り扱い可能なＡＴＭを利用して取引（通帳であれば、記帳）を行うことができ
るようになる。そのため、取引媒体の返却率が減少するため、ＡＴＭの稼働効率も向上し
、窓口業務の効率化を図ることもできるようになる。
【００８４】
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　［変形例２］
　この実施形態では、通帳や磁気カードの磁気情報が破壊（消磁）されてしまった場合に
は、単に、返却要因を提示し、対応方法として、窓口に持参するように誘導するように提
示することが考えられる。しかし、磁気カードと通帳とを併用して取引する場合に、いず
れか一方の磁気情報が破壊されているときには、一方の磁気情報を他方に再書き込みする
ようにしてもよい。また、情報センタ２００から必要なデータを受信して、磁気情報の破
壊された磁気情報を再書き込みするようにしてもよい。これらの場合、返却要因や対応法
方法と共に、再書き込みした事実を表示パネル１５に提示する。これによって、磁気情報
が破壊してしまうような行為を慎むように顧客を導くことができる。そのため、取引媒体
の返却率が減少するため、ＡＴＭの稼働効率も向上し、窓口業務の効率化を図ることもで
きるようになる。
【００８５】
　［変形例３］
　この実施形態では、表示パネル１５をタッチスクリーンとして説明したが、操作パネル
とディスプレイとが独立していてもよい。
【００８６】
　［変形例４］
　この実施形態では、通帳９の磁気ストライプ９２ａのフォーマットが銀行ごとに異なっ
ているものとして説明したが、もちろん統一されていてもよい。
【００８７】
　［変形例５］
　この実施形態では、通帳制御部４１が処理するものとして説明したが、その処理につい
ては、制御部２自体が処理するようにしてもよい。この場合、通帳制御部４１は、各検出
値をそのまま制御部２に通知すればよい。
【００８８】
　［変形例６］
　この実施形態では、音声出力部６がＡＴＭ１００に内蔵されているスピーカではなく、
ＡＴＭ１００脇に備えられているハンドセット（図示省略）の場合には、顧客に対して呼
び出し音を出力して、顧客がハンドセットを取り上げた後に、耳元に当てるまでに要する
時間の経過後（例えば２秒）に、返却要因の出力を開始すればよい。この場合、対象の顧
客のみに聞こえるように音声を出力することができるため、秘話性が高く、顧客のプライ
バシーを守ることができる。
【００８９】
　［変形例７］
　この実施形態では、各ＡＴＭ１００に備える制御部２が、独自に処理する場合を説明し
たが、任意の一台のＡＴＭが、他のＡＴＭからデータを受け取って、集中的に処理するよ
うにしてもよいし、情報センタ２００のホストコンピュータ（図示省略）が集中的に処理
するようにしてもよい。
【００９０】
　［変形例８］
　この実施形態では、通帳記帳機４がＡＴＭ１００に搭載されている場合を説明したが、
図示しない通帳記帳専用機として製造される場合にも適用することができる。この場合、
通帳記帳専用機に、表示部を備えれば、この実施形態と同様に機能させることができる。
なお、表示部を備える通帳記帳専用機は、通帳繰越機や通帳繰越発行機と呼ばれている。
【００９１】
　［変形例９］
　この実施形態では、通帳等の冊子状媒体や磁気カード等の取引カードのエラーの場合に
、返却要因や対応方法等を提示する場合を説明したが、各種伝票や紙幣等の媒体であって
もよい。ここで各種伝票としては、例えば、顧客によって記載された申込書を取り込んで
ＯＣＲ等で認識するような帳票が考えられる。
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【図面の簡単な説明】
【００９２】
【図１】実施形態で用いる自動取引装置の一例を示す外観斜視図である。
【図２】実施形態の自動取引装置を示すブロック図である。
【図３】通帳の外観構成を示す平面図である。
【図４】返却要因等の提示例を示す図である。
【図５】返却要因等の提示例を示す図である。
【図６】返却要因等の提示例を示す図である。
【図７】実施形態の自動取引装置の処理を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【００９３】
　１００　自動取引装置
　１　　　接客面
　１１　　通帳挿入排出口
　１２　　カード挿入排出口
　１３　　紙幣投入排出口
　１４　　硬貨投入排出口
　１５　　表示パネル
　２　　　制御部
　３　　　カードリーダプリンタ
　４　　　通帳記帳機
　４１　　通帳制御部
　４２　　印字部
　４３　　磁気データ読取部
　４４　　磁気データ記録部
　４５　　頁行読取部
　４６　　通帳走行部
　５　　　現金入出金機
　６　　　音声出力部
　７　　　記憶部
　９　　　通帳
　９２　　磁気ストライプ
　９６　　頁マーク
　９７　　印字欄
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